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平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対

処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

○

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ

の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
環
境
省
令
第
三
十
三
号
）

（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
廃
棄
物
の
調
査
の
義
務
の
対
象
と
な
る
公
共
下
水
道
及
び
流
域
下
水
道
の

（
廃
棄
物
の
調
査
の
義
務
の
対
象
と
な
る
公
共
下
水
道
及
び
流
域
下
水
道
の

要
件
）

要
件
）

第
八
条

法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
の
う
ち
公

第
八
条

法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
の
う
ち
公

共
下
水
道
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す

共
下
水
道
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

茨
城
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除
く

二

茨
城
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除
く

。
）
又
は
神
奈
川
県
に
所
在
す
る
公
共
下
水
道
（
当
該
公
共
下
水
道
に
係

。
）
又
は
神
奈
川
県
に
所
在
す
る
公
共
下
水
道
（
当
該
公
共
下
水
道
に
係

る
終
末
処
理
場
（
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二

る
終
末
処
理
場
（
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二

条
第
六
号
に
規
定
す
る
終
末
処
理
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て

条
第
六
号
に
規
定
す
る
終
末
処
理
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て

当
該
終
末
処
理
場
に
係
る
焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
さ
れ
た
汚
泥
等
の
堆

当
該
終
末
処
理
場
に
係
る
焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
さ
れ
た
汚
泥
等
の
堆

積
物
が
生
ず
る
も
の
に
限
り
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態

積
物
が
生
ず
る
も
の
に
限
り
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
物
質

が
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
廃
棄
物
が
生
ず
る
お
そ
れ

が
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
廃
棄
物
が
生
ず
る
お
そ
れ

が
少
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）

が
少
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
廃
棄
物
の
調
査
の
義
務
の
対
象
と
な
る
集
落
排
水
施
設
の
要
件
）

（
廃
棄
物
の
調
査
の
義
務
の
対
象
と
な
る
集
落
排
水
施
設
の
要
件
）
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第
十
一
条

法
第
十
六
条
第
一
項
第
五
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
福

第
十
一
条

法
第
十
六
条
第
一
項
第
五
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
福

島
県
に
所
在
す
る
集
落
排
水
施
設
（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
状

島
県
の
区
域
に
所
在
す
る
集
落
排
水
施
設
（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る

態
が
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
廃
棄
物
が
生
ず
る
お
そ
れ

汚
染
状
態
が
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
廃
棄
物
が
生
ず
る

が
少
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ

お
そ
れ
が
少
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。

る
こ
と
と
す
る
。

）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
十
八
条

法
第
十
八
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

第
十
八
条

法
第
十
八
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

当
該
調
査
の
対
象
と
し
た
廃
棄
物
に
係
る
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
年
月

四

当
該
調
査
の
対
象
と
し
た
廃
棄
物
に
係
る
試
料
の
採
取
を
行
っ
た
年
月

日
、
当
該
試
料
の
分
析
の
結
果
の
得
ら
れ
た
年
月
日
、
当
該
分
析
を
行
っ

日
、
当
該
試
料
の
分
析
の
結
果
得
ら
れ
た
年
月
日
、
当
該
分
析
を
行
っ
た

た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
調
査
に
関
す
る
事
項

者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
調
査
に
関
す
る
事
項

（
廃
棄
物
の
調
査
の
方
法
）

（
廃
棄
物
の
調
査
の
方
法
）

第
二
十
条

法
第
十
八
条
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お

第
二
十
条

法
第
十
八
条
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

調
査
単
位
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
十
以
上
の
試
料
（
調
査
の
対
象
と
す

二

調
査
単
位
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
十
以
上
の
試
料
（
調
査
の
対
象
と
す

る
廃
棄
物
が
次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
以
上
の

る
廃
棄
物
が
次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
以
上
の

試
料
）
を
採
取
す
る
こ
と
。

試
料
）
を
採
取
す
る
こ
と
。

イ

水
道
施
設
、
公
共
下
水
道
若
し
く
は
流
域
下
水
道
に
係
る
終
末
処
理

［
新
設
］

場
、
工
業
用
水
道
施
設
又
は
集
落
排
水
施
設
か
ら
生
じ
た
汚
泥
等
の
堆

積
物

ロ

一
般
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
又
は
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
か
ら
生
じ

［
新
設
］

た
ば
い
じ
ん
及
び
焼
却
灰
そ
の
他
の
燃
え
殻
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三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
特
定
廃
棄
物
収
集
運
搬
基
準
）

（
特
定
廃
棄
物
収
集
運
搬
基
準
）

第
二
十
三
条

特
定
廃
棄
物
（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃

第
二
十
三
条

特
定
廃
棄
物
（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃

度
を
第
二
十
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
調
査
し
た
結
果
、
事
故
由
来
放
射

度
を
第
二
十
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
調
査
し
た
結
果
、
事
故
由
来
放
射

性
物
質
で
あ
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
及
び
事
故
由

性
物
質
で
あ
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
及
び
事
故
由

来
放
射
性
物
質
で
あ
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
の
合

来
放
射
性
物
質
で
あ
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
の
合

計
が
八
千
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
特
定
廃
棄

計
が
八
千
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
特
定
廃
棄

物
（
以
下
「
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

物
（
以
下
「
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。

、
次
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
集
及
び

）
の
収
集
及
び
運
搬
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

運
搬
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
定
廃
棄
物
保
管
基
準
）

（
特
定
廃
棄
物
保
管
基
準
）

第
二
十
四
条

特
定
廃
棄
物
の
保
管
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
四
条

特
定
廃
棄
物
（
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
管
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
定
廃
棄
物
処
分
基
準
）

（
特
定
廃
棄
物
処
分
基
準
）

第
二
十
五
条

特
定
廃
棄
物
の
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
（
海
洋

第
二
十
五
条

特
定
廃
棄
物
（
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
（
海
洋
汚
染

三
十
六
号
）
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
海
洋
へ
の
投
入
の
場
所
及
び
方
法
に
関

等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十

す
る
基
準
に
従
っ
て
行
う
処
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ

六
号
）
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
海
洋
へ
の
投
入
の
場
所
及
び
方
法
に
関
す
る
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の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

基
準
に
従
っ
て
行
う
処
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
二
十
六
条

特
定
廃
棄
物
（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃

第
二
十
六
条

特
定
廃
棄
物
（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃

度
を
第
二
十
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
調
査
し
た
結
果
、
事
故
由
来
放
射

度
を
第
二
十
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
調
査
し
た
結
果
、
事
故
由
来
放
射

性
物
質
で
あ
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
及
び
事
故
由

性
物
質
で
あ
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
及
び
事
故
由

来
放
射
性
物
質
で
あ
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
の
合

来
放
射
性
物
質
で
あ
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
の
合

計
が
十
万
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る

計
が
十
万
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
埋
立
処
分
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
埋
立
処
分
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

埋
立
処
分
を
終
了
す
る
場
合
（
埋
立
地
を
区
画
し
て
埋
立
処
分
を
行
う

七

埋
立
処
分
を
終
了
す
る
場
合
（
埋
立
地
を
区
画
し
て
埋
立
処
分
を
行
う

場
合
に
は
、
当
該
区
画
に
係
る
埋
立
処
分
を
終
了
す
る
場
合
を
含
む
。
）

場
合
に
は
、
当
該
区
画
に
係
る
埋
立
処
分
を
終
了
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
は
、
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
覆
い
に
よ
り
開
口
部
を
閉
鎖

に
は
、
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
覆
い
に
よ
り
開
口
部
を
閉
鎖

す
る
こ
と
そ
の
他
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

す
る
こ
と
そ
の
他
環
境
大
臣
が
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２

特
定
廃
棄
物
（
前
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
特
定
廃
棄
物
及

２

特
定
廃
棄
物
（
前
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
特
定
廃
棄
物
及

び
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
埋

び
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
埋

立
処
分
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
処
分
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
と
遮
断
さ
れ
て
い
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お

二

公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
と
遮
断
さ
れ
て
い
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お

い
て
特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

い
て
特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

雨
水
そ
の
他
の
水
が
浸
入
し
た
場
合
に
溶
出
す
る
事
故
由
来
放
射
性

ホ

雨
水
そ
の
他
の
水
が
浸
入
し
た
場
合
に
溶
出
す
る
事
故
由
来
放
射
性



- 5 -

物
質
の
量
が
少
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す

物
質
の
量
が
少
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す

る
特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
規

る
特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

次
の

及
び

に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
に
あ
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ

前
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
に
あ
っ
て
は

(1)

(ｲ)

(ﾛ)

(1)

め
、
当
該

及
び

に
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ

(ｲ)

(ﾛ)

汚
泥

焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
し
、
又
は
含
水
率
八
十
五
パ

と
。

(ｲ)
ー
セ
ン
ト
以
下
に
す
る
こ
と
。

前
項
第
二
号
ハ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物

当
該
ハ

(ﾛ)
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

次
の

及
び

に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該

及
び

に
定
め
る

埋
め
立
て
る
特
定
廃
棄
物
の
一
層
の
厚
さ
は
、
お
お
む
ね
三
メ
ー

(2)

(ｲ)

(ﾛ)

(ｲ)

(ﾛ)

(2)

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一

ニ

に
掲
げ
る
場
合

埋
め
立
て
る
特
定
廃
棄
物
の
一
層
の
厚

層
ご
と
に
、
そ
の
表
面
に
不
透
水
性
土
壌
層
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ

(ｲ)

(1)

さ
は
、
お
お
む
ね
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
一
層
ご
と
に

し
、
ニ

及
び

に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(1)

(2)

、
そ
の
表
面
を
土
壌
で
お
お
む
ね
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
覆
う
こ

と
。ニ

及
び

に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

特
定
廃
棄
物
を
埋

(ﾛ)

(1)

(2)

め
立
て
る
場
所
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
さ
が
お
お
む
ね
五
十
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
土
壌
の
層
を
敷
設
す
る
と
と
も
に
、
埋
め

立
て
る
特
定
廃
棄
物
の
厚
さ
は
、
お
お
む
ね
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と

し
、
か
つ
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
層
ご
と
に

、
そ
の
表
面
に
不
透
水
性
土
壌
層
を
設
け
る
こ
と
。

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
特
定
一
般
廃
棄
物
）

（
特
定
一
般
廃
棄
物
）
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第
二
十
八
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
次

第
二
十
八
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
焼
却
施
設
か
ら
生
じ
た
ば
い
じ
ん
及
び

二

岩
手
県
、
宮
城
県
、
山
形
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県

焼
却
灰
そ
の
他
の
燃
え
殻
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

、
埼
玉
県
、
千
葉
県
又
は
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
に
所
在
す
る

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
焼
却
施
設
か
ら
生
じ
た
ば
い
じ
ん
及
び
焼

却
灰
そ
の
他
の
燃
え
殻

イ

福
島
県
に
所
在
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
焼
却
施
設
か
ら

［
新
設
］

生
じ
た
も
の

ロ

岩
手
県
、
宮
城
県
、
山
形
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉

［
新
設
］

県
、
千
葉
県
又
は
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
に
所
在
す
る
一
般

廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
焼
却
施
設
か
ら
生
じ
た
ば
い
じ
ん

［
削
除
］

三

福
島
県
に
所
在
す
る
集
落
排
水
施
設
か
ら
生
じ
た
第
十
二
条
に
規
定
す

る
廃
棄
物

三

稲
わ
ら
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
（
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
又
は

四

稲
わ
ら
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

栃
木
県
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）

四

堆
肥
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
（
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
又
は
栃

五

堆
肥
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

木
県
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）

五

（
略
）

六

（
略
）

（
特
定
産
業
廃
棄
物
）

（
特
定
産
業
廃
棄
物
）

第
三
十
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
次
の

第
三
十
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

水
道
施
設
か
ら
生
じ
た
第
七
条
に
規
定
す
る
廃
棄
物
（
次
に
掲
げ
る
も

二

宮
城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
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の
に
限
る
。
）

、
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
又
は
新
潟
県
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。

）
に
所
在
す
る
水
道
施
設
か
ら
生
じ
た
第
七
条
に
規
定
す
る
廃
棄
物

イ

福
島
県
に
所
在
す
る
水
道
施
設
か
ら
生
じ
た
も
の

［
新
設
］

ロ

宮
城
県
、
栃
木
県
又
は
群
馬
県
に
所
在
す
る
水
道
施
設
か
ら
生
じ
た

［
新
設
］

も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
施
設
に
係
る
天
日
乾
燥
設
備
を
用
い
て
乾
燥
し

た
も
の

三

公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
に
係
る
発
生
汚
泥
等
（
次
に
掲
げ
る
も

三

公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
に
係
る
発
生
汚
泥
等
（
次
に
掲
げ
る
も

の
に
限
る
。
）

の
に
限
る
。
）

イ

福
島
県
に
所
在
す
る
合
流
式
の
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
に
係

イ

福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京

る
終
末
処
理
場
か
ら
生
じ
た
汚
泥
等
の
堆
積
物
（
当
該
終
末
処
理
場
に

都
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
又
は
神
奈
川
県
に
所
在
す
る
公
共
下
水
道

係
る
焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
し
た
も
の
に
限
る
。
）

又
は
流
域
下
水
道
に
係
る
終
末
処
理
場
か
ら
生
じ
た
汚
泥
等
の
堆
積
物

（
当
該
終
末
処
理
場
に
係
る
焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
し
た
も
の
に
限

る
。
）

ロ

福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京

［
新
設
］

都
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
又
は
神
奈
川
県
に
所
在
す
る
公
共
下
水
道

又
は
流
域
下
水
道
に
係
る
終
末
処
理
場
か
ら
生
じ
た
汚
泥
等
の
堆
積
物

（
当
該
終
末
処
理
場
に
係
る
焼
却
設
備
（
流
動
床
式
焼
却
設
備
を
除
く

。
）
を
用
い
て
焼
却
し
た
も
の
（
ば
い
じ
ん
に
限
る
。
）
に
限
り
、
イ

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

福
島
県
に
所
在
す
る
合
流
式
の
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
に
係

ロ

福
島
県
又
は
栃
木
県
に
所
在
す
る
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
に

る
終
末
処
理
場
か
ら
生
じ
た
汚
泥
等
の
堆
積
物
（
当
該
終
末
処
理
場
に

係
る
終
末
処
理
場
か
ら
生
じ
た
汚
泥
等
の
堆
積
物
（
当
該
終
末
処
理
場

係
る
脱
水
設
備
を
用
い
て
脱
水
し
た
も
の
に
限
り
、
イ
に
掲
げ
る
も
の

に
係
る
脱
水
設
備
を
用
い
て
脱
水
し
た
も
の
に
限
り
、
イ
に
掲
げ
る
も

を
除
く
。
）

の
を
除
く
。
）

四

福
島
県
又
は
栃
木
県
に
所
在
す
る
工
業
用
水
道
施
設
か
ら
生
じ
た
第
十

四

宮
城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県

条
に
規
定
す
る
廃
棄
物

、
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
又
は
新
潟
県
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
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）
に
所
在
す
る
工
業
用
水
道
施
設
か
ら
生
じ
た
第
十
条
に
規
定
す
る
廃
棄

物

五

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
焼
却
施
設
か
ら
生
じ
た
ば
い
じ
ん
及
び

五

岩
手
県
、
宮
城
県
、
山
形
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県

焼
却
灰
そ
の
他
の
燃
え
殻
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

、
埼
玉
県
、
千
葉
県
又
は
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
に
所
在
す
る

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
焼
却
施
設
か
ら
生
じ
た
ば
い
じ
ん
及
び
焼

却
灰
そ
の
他
の
燃
え
殻

イ

福
島
県
に
所
在
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
焼
却
施
設
か
ら

［
新
設
］

生
じ
た
も
の

ロ

岩
手
県
、
宮
城
県
、
山
形
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉

［
新
設
］

県
、
千
葉
県
又
は
東
京
都
（
島
し
ょ
部
を
除
く
。
）
に
所
在
す
る
産
業

廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
焼
却
施
設
か
ら
生
じ
た
ば
い
じ
ん

六

堆
肥
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
（
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
又
は
栃

六

堆
肥
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

木
県
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）

七

（
略
）

七

（
略
）

（
特
定
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
）

（
特
定
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
）

第
三
十
一
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
特
定
産
業
廃
棄

第
三
十
一
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
特
定
産
業
廃
棄

物
の
処
理
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

物
の
処
理
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

特
定
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

三

特
定
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

ば
い
じ
ん
（
特
定
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
り
、
公
共
下
水
道

ハ

ば
い
じ
ん
（
特
定
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
埋
立
処

又
は
流
域
下
水
道
に
係
る
終
末
処
理
場
に
係
る
流
動
床
式
焼
却
設
備
か

分
を
行
う
場
合
に
は
、
第
二
十
九
条
第
三
号
ハ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ

ら
生
じ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
第
二
十

と
。

九
条
第
三
号
ハ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。



- 9 -

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）


